
資料３

新広域道路交通ビジョン・計画
の策定依頼通知について
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事 務 連 絡 

平成 30年 7月 18日 

北海道開発局 道路計画課長補佐 

 開発調整課開発専門官 

沖縄総合事務局 道路建設課長 

 建設行政課長補佐 

各地方整備局 道路計画第一課長 

 都市調査担当課長      あて 

各 都 道 府 県 道路課長 

 都市計画担当課長 

各政令指定市 道路課長 

 都市計画担当課長 

 

国土交通省 道路局 企 画 課 道路経済調査室 課 長 補 佐 

国道・技術課         企画専門官 

環境安全・防災課         企画専門官 

道路防災対策室 課 長 補 佐 

高 速 道 路 課         課 長 補 佐 

道路交通管理課         企画専門官 

都市局 街路交通施設課         課 長 補 佐 

 

 

新広域道路交通計画の策定について 

 

 

 標記については、平成 30年７月１８日付け国道経第３９号にて依頼済みのところですが、「新広

域道路交通計画」（以下「計画」という。）の具体的な検討にあたっては、下記にご留意下さい。 

 

記 

 

１．計画の性格等 

計画については、ビジョンに基づき、概ね２０～３０年間の中長期的な視点で検討を行

うものとする。 

 

２．計画の内容 

（１）広域道路ネットワーク計画 

①主な検討の視点 

高規格幹線道路や、これを補完する広域的な道路ネットワーク（地域高規格道

路、一般国道（指定区間）（以下「直轄国道」という。）等）を中心とした必要な路

線の強化や絞り込み等を行いながら、平常時・災害時及び物流・人流の視点を踏ま

えた具体のネットワーク計画を策定する。 
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ア）平常時 

a.都市間ネットワーク（物流・人流共通） 

・広域的な主要都市間、及び主要都市と地域の中心都市との間の連携・交流機能

の強化 

b.物流ネットワーク 

・主要な物流拠点と高規格幹線道路等のアクセス強化 

・都市圏における生産性向上のための環状機能の確保 

・国際物流を支えるための国際海上コンテナ車等の円滑な通行の確保 

c.観光・交流（人流）ネットワーク 

・主要観光地等と高規格幹線道路、主要空港・鉄道駅・港湾等のアクセス強化 

d.その他 

・地域の課題（渋滞、事故等）の解消 等 

 

イ）災害時 

a.広域的なネットワークの多重性・代替性 

・ネットワークの防災機能評価等を踏まえた、主要都市及び中心都市間等の多重

性の強化 

・高規格幹線道路と並行する直轄国道など、基幹道路同士の代替機能の強化 

・基幹道路に対する地方管理道路による広域的な代替路の確保（基幹道路同士が

近接しない場合） 

b.局所的なネットワークの代替性 

・基幹道路の局所的な脆弱区間（事前通行規制区間等）に対する代替路の確保 

・基幹道路から防災拠点への補完路を確保 

c.その他 

・地域の防災を強化する上で必要な路線の代替・補完路の確保 

 

②拠点設定の基本的考え方 

主要な拠点については、別紙１を基本として検討する。 

 

③ネットワーク設定の基本的考え方 

ア）平常時 

高規格幹線道路や地域高規格道路、直轄国道等の基幹道路を軸として、主要な拠点

に地方管理道路を含めて接続する（計画路線を含む）。また、基幹道路同士が並行す

る場合には、これらの基幹道路相互の機能強化を図るため、IC 間隔や道路利用状況

等を踏まえてアクセス路を設定する。（設定イメージは別紙２のとおり） 

なお、物流ネットワークについては、都市中心部など沿道環境に配慮すべき区間を

考慮したネットワークを設定する。 
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イ）災害時 

災害時における多重性を確保するため、並行する地方管理道路を含めて広域的な代

替路を確保するとともに、基幹道路の脆弱区間に対する局所的な代替路を設定する。

また、基幹道路から防災拠点へのアクセスについては、補完路を設定する。 

なお、脆弱区間については、事前通行規制区間、津波浸水想定区域、火山災害警戒

地域、Ｓ５５年橋梁設計基準を満たさない橋梁、幅員５．５ｍ未満の区間を基本とす

る。（設定イメージは別紙２のとおり） 

 

④主な報告内容 

ネットワーク計画については、ネットワークの概ねの位置や主要な拠点の位置等を

示したネットワーク図を計画路線も含めて作成し、報告する。 

その際、既に道路種別や構造、車線数等が決定している路線については、その内容

についても記載する。 

なお、具体の報告様式等については、後日、別途連絡する。 

 

⑤その他 

ア）ネットワークを構成する計画路線の取扱について 

高規格幹線道路は法令等で決定している計画（約 14,000km）で位置付けられた路線

とする。 

高規格幹線道路を補完する広域的な道路ネットワークのうち、自動車専用道路もしくは

これと同等の規格を有し、概ね６０ｋｍ/ｈ以上の走行サービスを提供する道路については、

既存の地域高規格道路として指定されている路線をベースとして、絞り込みや必要な路

線の強化等を行いながら検討する。なお、選定した路線については、新たな手続き等を

整理した上で、別途指定を行う予定である。 

直轄国道については、地域での検討会の実施や計画段階評価の着手など、個別路線

の調査を実施しているものをベースとする。 

 

イ）重要物流道路の選定について 

重要物流道路については、広域道路ネットワークのうち、物流に資するネットワー

クから選定する。早期に重要物流道路として指定するため、既存道路（開通区間及び

事業中区間）を先行して検討し、あわせて重要物流道路に対する代替・補完路を選定

する。 

また、重要物流道路のうち、40ft 国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要とす

る区間については、当該車両の通行状況や、道路構造、老朽化等を踏まえて選定する

こととし、詳細な選定方法や新たな構造基準の適用時期等については、後日、別途

連絡する。 

 

ウ）緊急輸送道路との関係について 

災害時のネットワークにおける代替・補完路と緊急輸送道路の関係については、後

日、別途連絡する。 
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（２）交通・防災拠点計画 

①主な検討の視点 

立体道路制度の活用による空間再編や総合交通ターミナルの整備等も含めた、地域に

おける中心的な役割を担う主要鉄道駅等の交通拠点のモーダルコネクトの強化策に関わる

計画を検討する。 

その際、以下の先進事例を参考とする。 

・鉄道駅と直結するとともに点在する高速バス停を集約した総合交通ターミナルとして官

民連携の道路事業で整備・管理している「バスタ新宿」 

・立体道路制度を活用して道・駅・街が一体となった効果の高い都市基盤整備につい

て計画段階から官民連携で検討を進めている「品川駅西口駅前広場」 

・大規模トランジットモールと集約型高速バスターミナルを一体的に整備する「神戸・三

宮周辺地区の再整備」  など 

また、災害時の物資輸送や避難等の主要な拠点となる道の駅や都市部の交通拠点等に

ついて、各交通機関の被災状況や通行可能路線などの災害情報の集約・発信に加え、非

常電源や貯水槽、備蓄設備、仮設トイレなどの防災施設の整備など、ソフト・ハードを含め

た防災機能の強化策に関わる計画を検討する。 

 

②主な報告内容 

交通・防災拠点計画については、対象とする拠点における利便性や交通状況、災害時

の対応等に関する現状と課題を整理するとともに、これまでの検討の熟度等を踏まえた強

化策の内容を整理し報告する。 

 

（３）ＩＣＴ交通マネジメント計画 

①主な検討の視点 

ＩＣＴ等（ＥＴＣ２．０含む）の革新的な技術を積極的に活用した交通マネジメ

ントの強化に関わる計画を策定する。 

・広域的な道路ネットワークを中心とした、平常時や災害時を含めたデータ収集

や利活用の強化 

・他の交通機関とのデータ連携によるモビリティーサービスの強化 

・主要な都市部等における面的な交通マネジメントの強化 

・ＩＣＴ等の活用にむけた産学官連携による推進体制の強化 

また、今後の自動運転社会を見据えた、地域における新たな道路施策を検討する

ための推進体制や実験計画等について整理する。 

 

②報告する内容 

ＩＣＴ交通マネジメント計画については、各種施策を講じる路線やエリアにおけ

る現状と課題を整理するとともに、これまでの検討の熟度等を踏まえた施策の内容

について整理し報告する。また、今後の推進体制等について、産学官の役割分担等を

明らかにしつつ整理し報告する。 
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３．計画策定手順等 

（１）関係機関等との連携について 

計画の具体的な検討にあたっては、都道府県公安委員会が指定する緊急交通路の予

定路線や臨港道路との整合等にも十分留意し、警察や港湾管理者等の関係機関とも調

整を図りながら検討する。 

また、都市計画決定された道路が含まれる場合、住民合意を経て都市計画決定して

いる観点、及び、事業を円滑に施行する観点から、適切な時期に都市計画担当部局に

情報提供するとともに、必要に応じて適切な対応を行うことが望ましい。 

 

（２）当面のスケジュール 

当面のスケジュールは、以下のとおりとする。 

平成３０年７月 

    計画の策定依頼 

   平成３０年７月～ 

    地方ブロック及び都道府県における幹線道路協議会の開催 

   平成３０年１２月頃 

      ビジョン（案）の中間とりまとめ（地方ブロック・都道府県単位） 

   平成３１年１月頃 

    新広域道路交通計画（１次案）の策定 

その中で、既存道路（開通区間及び事業中区間）をベースとした重要物流道路

（案）、代替・補完路（案）、４０ｆｔ国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要

とする区間（案）の選定 

 

    なお、ビジョン及び計画については、概ね一年程度を目処に策定する。 

 

     注：スケジュールはあくまでも予定であり、今後変更することがある。 

 

４．提出様式等 

  提出様式については、追って連絡する。 

 

５．問い合わせ・提出先 

  道路局企画課道路経済調査室 川村、三上 

 

（以上） 
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（別紙１） 

主要な拠点設定の基本的考え方 
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（別紙２） 

広域道路ネットワーク設定の基本的考え方 

 

＜平常時＞ 

 

＜災害時＞ 
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